
項 目
！

現 行 改 正

第1節 手術料
i

第1款　皮膚・皮下組織

（皮膚、皮下組織）

　創傷処理

　　（注の変更）

2　真皮縫合を伴う縫合閉i一一←

　鎖を行った場合は、露出

　部の創傷に限り所定点数

の100分の50に相当する，

点数を加算する。
　　　　　　　　　　　」

「
，

L

　真皮縫合を伴う縫合閉

鎖を行った場合は、露出

部の創傷に限り所定点数

に460点を加算する。

（区分の新設） （新設）　一一

創の手

除、結

う場合

る。

2　真皮

小児創傷処理（6歳未満）

1　筋肉、臓器に達するも

　の（長径2．5センチメー

　トル未満）　　1．250点

2　筋肉、臓器に達するも

　の（長径2．5センチメー

　トル以上5センチメート

　ル未満）　　　　1，400点

3　筋肉、臓器に達するも

　の（長径5センチメート

　ル以上10センチメートル

　未満）　　　　1，850点

4　筋肉、臓器に達するも

　の（長径10センチメート

　ル以上）　　　2，200点

5　筋肉、臓器に達しない

　もの（長径2．5センチメー

　トル未満）　　　450点

6　筋肉、臓器に達しない

　もの（長径2．5センチメー

　トル以上5センチメート

　ル未満）　　　　　500点

7　筋肉、臓器に達しない

　もの（長径5センチメー

　トル以上10センチメート

　ル未満）　　　　　950点

8　筋肉、臓器に達しない

　もの（長径10センチメー

　トル以上）　　　1，450点

注1　切、刺、割創又は挫

　　創の手術について切

　　除、結紮又は縫合を行

　　う場合に限り算定す

真皮縫合を伴う縫合
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項 目 現

1
【

デブリードマン

　（項目の変更）

（区分の新設）

（区分の新設）

二
」z

子

1手若しく‘よ指又‘よ足羽

　しくは指にわたる範囲の一

　もの　　　　　1，020点

2　半肢の大部若しくは頭

部、頸部及び顔面の大部

　にわたる範囲又は1肢若

　しくはこれに準ずる範囲

　のもの　　　　　2，300点

3　2肢若しくは全腹又は

　身体の大部にわたる範囲

　のもの　　　　　3、700点

（新設）

改 正

　　　閉鎖を行った場合は、

　　露出部の創傷に限り所

　　定点数に460点を加算

　　　する。

　　3　汚染された挫創に対

　　　してデブリードマンを

1　　行った場合は、当初の
1　　1回に限り100点を加
L算する・

一「1　100平方センチメート
　ル未満　　　　　1，020点

　ル以上3，000平方センチ

　メートル未満　2，300点

3　3，000平方センチメー

　トル以上　　　　3，700点

2　100平方センチメート

（新設）

一申→　　鶏眼・胼胝切除後縫合（露

　　　1　出部）

　　　　1　長径2センチメートル

　　　　　未満　　　　　　1，660点

　　　　2　長径2センチメートル

　　　　　以上4センチメートル未

　　　　　満　　　　　　3，670点

　　　　3　長径4センチメートル

　　　i　以上　　　　　4，360点

一＋→　　鶏眼・胼胝切除後縫合（露

　　　　　’』高音5上ユタト）

　　　　1　長径3センチメートル

　　　　　未満　　　　　　1，280点

　　　　2　長径3センチメートル

　　　　　以上6センチメートル未

　　　　　満　　　　　　3，230点

　　　　3　長径6センチメートル

　　　　　以上　　　　　4，160点
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項 目

（区分の新設）

腋臭症手術

　（項目の見直し）

顔面神経麻痺形成手術

　1　静的なもの

　2　動的なもの

全層、分層植皮術（露出部・

粘膜部・関節部以外の部位）

　（区分の見直し）

全層、分層植皮術（露出部・

粘膜部・関節部）

　（区分の見直し）

皮膚移植術

　（点数の見直し）

自家遊離複合組織移植術（顕

微鏡下血管柄付きのもの）

　（点数の見直し）

現 一
丁

1
イ
辱

改 正

　　　　　　　　　（新設）÷←：頗腫瘍冷凍凝固摘出術

　　　　　　　　　　　　　　　　　1　長径6センチメートル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　未満の良性皮膚腫瘍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，050点

　　　　　　　　　　　　　　　　　2　長径6センチメートル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　未満の悪性皮膚腫瘍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，230点

　　　　　　　　　　　　　　　　　3　長径6センチメートル
　　　　　　　　　　　　　　　　i　以上の良性又は悪性皮膚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　腫瘍　　　　　4，160点

諺　`撫　ll
　　　　　　　　ll蜘み膿農

霜購鋤，灘マ（削除）

全層、分層植皮術（露出部・

粘膜部・関節部）

1　25平方センチメートル

　未満　　　　　　6、070点，

2　25平方センチメートル…

　以上100平方センチメーi

　トル未満　　　8，270点

3　100平方センチメート監

　ル以上200平方センチ
　メートル未満　15，400点

4　200平方センチメート

　ル以上　　　　21，300点

　　　　　　　　4，410点

一＋→　　全層、分層植皮術

　　　　1　25平方センチメートル

　　　　　未満　　　　　　5，880点

　　　　2　25平方センチメートル

　　　　　以上100平方センチメー

　　　　　トル未満　　　　8．000点

r→

　3　100平方センチメート

　　ル以上200平方センチ
　　メートル未満　14，400点

　4　200平方センチメート

L
I

　　ル以上　　　　20，600点

4，700点

44，000点　　一一　　46，200点
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1　　項 目 現 行 改 正

1

一

粘膜移植術

　（項目の追加）

第2款　筋骨格系・四肢・体幹

　（区分の新設）

四肢軟部腫瘍摘出術

　（区分の見直し）

四肢軟部悪性腫瘍手術

　（区分の見直し）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

骨折観血的手術

　（注の見直し）

5，010点　一i一 　1　4平方センチメートル

　　未満　　　　　5，010点

　2　4平方センチメートル

　　以上　　　　　5，500点

一

　　　　　　　　　鰍摩糠欝轡雛’

騨灘大腿］一i四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術

，嘩足蕪…L漫懸羅

　　　　　　　　　　　r　i　r

　　　　　　　　　（新設）　「一　　アキレス腱断裂手術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，700点

　　　　　　　　　（新設）」一隅関節縢孔摘出術

　　　　　　　　　　　　　　　　　1　肩甲骨、上腕、大腿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，580点

　　　　　　　　　　　　　　　　　2　前腕、下腿　　5，150点

　　　　　　　　　　　　　　　　　3　鎖骨、膝蓋骨、手、足

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他　　　　　3，590点

　　　　　　　　　鰍マ撫讐熱、自

　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　3　鎖骨、膝蓋骨、手、足

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他　　　　　3，590点

　　　　　　　　　　　「
注　開放骨折、関節内骨折1一十→　　（第3節へ移動）

　又は粉砕骨折に対し創外1

　固定器を用いた場合は、
　10，000点を加算する。　　1

　　　　　　　　　　　」
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「項 目 I
i

現 行 改 正

（区分の新設〉

（区分の新設）

骨悪性腫瘍手術

1　肩甲骨、上腕、大腿

2　前腕、下腿

3　鎖骨、膝蓋骨、手、足そ

　の他

変形性股関節症手術（骨切り、

臼蓋形成を伴うもの）

　（項目の見直し）

（区分の新設）

（区分の新設）

偽関節手術

　（項目の見直し）

骨長調整手術

　（注の見直し）

雲脚（軟骨移植術を含i

　（項目の見直し）

（区分の新設）

　　　　　　　　鰍マ灘蝋讐

　　　　　　　ll劃翻…1妻

　蔑V∵醐
　　　　　　　　　（新設）マ大腿骨頭回転骨切畑一

　　　　　　　　　　』欝轍艦i

贈繍・卿瓢ll撫1
　　　　　　　　　　　　ト3　鎖骨、膝蓋骨、手、足、1　　　　3　鎖骨、膝蓋骨、手（舟

　指（手、足）その他　　　　　状骨を除く。）、足、指（手、

　　　　　　　　8・58刺　L足）その他8繍
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項　　　　　　　目 現　　　　　　行 改　　　　　　正

術　　　　　　　2，770点

化膿性関節炎・結核性関節（区分の新設） （新設）

炎清掃術

1　肩、股、膝　15，400点

2　胸鎖、肘、手、足

10，100点

3　肩鎖、指（手、足）

3，330点

リーメンビューゲル法先天性股関節脱臼非観血的整 2，270点 1

復術（両側）
1，580点

（項目の見直し） 2　その他　　　　2，270点

関節内異物（挿入物）除去関節内異物（挿入物）除去術 関節内異物（挿入物）除去

（関節鏡下によるものを含 術（関節鏡下によるものを 術

む。） 含む。） 1　肩、股、膝　　7，350点

（区分の見直し） 1　肩、股、膝　　7，570点 2　胸鎖、肘、手、足

2　胸鎖、肘、手、足 4、600点

∠只∩∩占 R　肩舘　‡旨（手　足）　　　　　　　　4，800点

3肩鎖、指（手、足）

　　　　　　　　3，190点

3

2，950点

（区分の新設）

関節滑膜切除術（関節鏡下に

よるものを含む。）

　（区分の見直し）

（新設）　一一

関節滑膜切除術（関節鏡下

によるものを含む。）

1肩、股、膝10，800点

2　胸鎖、肘、手、足

　　　　　　　　10，100点

3肩鎖、指（手、足）

　　　　　　　　6，720点

一

関節内異物（挿入物）除去

　術（関節鏡下）

1肩、股、膝11，700点

2胸鎖、肘、手、足
　　　　　　　　7，900点

3肩鎖、指（手、足）

　　　　　　　　6，100点

関節滑膜切除術

1肩、股、膝10，500点
2　胸鎖、肘、手、足

　　　　　　　　9，800点

3肩鎖、指（手、足）

　　　　　　　　6，500点
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項 目 モ 現 行 改 正

→
一

関節滑膜切除術（関節鏡下）
（区分の新設）

（新設）

　1

I2

肩、股、膝　13，800点

ｹ鎖、肘、手、足

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設〉

（区分の新設）

（区分の新設）

関節鼠摘出手術（関節鏡下に

よるものを含む。）

　（区分の見直し）

（区分の新設）

E

　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　13，100点

　　　　　　　　　　　　　　　　階指喘・　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　轍マ酵1喋

　　　　　　　　　　　　　　　　　3　肩鎖、・指（手、足）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，500点
　　　　　　　　　　　　　　　　L

　　　　　　　　一十融然轟

　　　　　　　　　　　　　　　　　2　胸鎖、肘、手、足

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，100点

　　　　　　　　　　　　　　　　13　肩鎖、指（手、足）

　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，500点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　轍ナ麟灘一
　　　　　　　　　（新設）一げ膝蓋骨滑液嚢切除（関節鏡

　　　　　　　　　　　　　　　　　下）　　　　　　13，100点

　　　　　　　　　鰍や櫛襯』
　　　　　　　　　（新設）r→掌指関節滑膜切除術（関節

　　　　　　　　　　　　　　　　　鏡下）　　　　　　9，500点、

欝1烈士轍＿
欝細鱗ll瓢
　　　　　　　　　鰍出離禦
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項 目 現 行 i 改 正

1 1 Q 唐全音 姫　‘壬　　田、13肩鎖詣（手・足）
　　　　　　　　　7，100点

半月板切除術（関節鏡下によ

るものを含む。）

　（区分の見直し）

灘讐灘劇」
　　　　　　　　　　　」

半月板切除術 8，800点

（区分の新設） （新設）
一一

@　半月板切除術（関節鏡下）

　　　　　　　　　　　　11，100点

半月板縫合術（関節鏡下によ

るものを含む。）

　（点数の見直し）

関節鏡下三角線維軟骨複合体

切除術・縫合術

　（点数の見直し）

（区分の新設）

靱帯断裂縫合術（関節鏡下に

よるものを含む。）

　（区分の見直し）

半月板縫合術（関節鏡下に…一一一

よるものを　）

鼡|
半月板縫合術

11，200点　一一　　9，000点

9、800点

（新設） 一←→　半月板縫合術（関節鏡下）

　　　　　　　　　　　　12，700点

靱帯断裂縫合術（関節鏡テ「＿

によるものを含む。）
　　　　　　　　　　　　：

　十字靱帯　　10．500点

　膝側副靱帯　10，200点

　指（手、足）その他の

靱帯　　　　　6，750点

擦　　帯断裂縫合術

　　　十字靱帯

…2　膝側副靱帯

　3
L靱帯

10，100点

9，800点

指（手、足）その他の

　　　　　　6，450点

（区分の新設）

観血的関節授動術

1　肩、股、膝

2　胸鎖、肘、手、足

3肩鎖、指（手、足）

　（点数の見直し）

靱帯断裂形成手術（関節鏡下

によるものを含む。）

　（区分の見直し）

（新設）

　　　「
一」→　靱帯断裂縫合術（関節鏡下）

　　　　1　十字靱帯　　13，000点
　
　
　
L
　　　　2　膝側副靱帯　12．700点

　　　　3指（手、足）その他の

　　　　　靱帯　　　　　9，300点

1…翻☆　

黙瓢酬÷
1　十字靱帯　　18200点1

2　膝側副靱帯　11，200点

3指（手、足）その他の

靱帯断裂形成手術

1
2
Q
J

十字靱帯　　18，700点

膝側副靱帯　11，500点

指（手、足）その他の
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項
1

目 現 行 改 正

1 0（占
レ

靱帯 9，400点i L靱帯 9，680点

（区分の新設） （新設）　一†→ 靱帯断裂形成手術（関節鏡

下）

1　十字靱帯　　20，800点

2　膝側副靱帯　13，500点

3指（手、足）その他の

　靱帯　　　　　11．900点

内反足手術

　（点数の見直し）

16，800点　一一→　17，600点

人工骨頭挿入術

　（項目の見直し）

　肩、股、膝15，600点

　胸鎖、肘、手、足

　　　　　　　11，600点

3肩鎖、指（手、足）

　　　　　　　　5，370点

爾

一

肩、股　　　15，000点

肘、手、足　ll，600点

3　指（手、足）　5，370点

人工関節置換術

　1　肩、股、膝

　2　胸鎖、肘、手、足

　3肩鎖、指（手、足）

　（点数の見直し）

　（注の変更）

22．500点

16，700点

7，500点

注　再置換の場合は、所定

　点数の100分の50に相当

　する点数を加算する。

幽

幽

22，300点

17、500点

7，880点

し

（削除）

（区分の新設）
（新設）

　　　「
一←→1人工関節再置換術

　　　　1肩、股、膝33，900点

　　　　2　胸鎖、肘、手、足

　　　　　　　　　　　　26，300点

　　　　3肩鎖、指（手、足）

　　　　　　　　　　　　11，800点

（区分の新設） 轍一�灘簾撫
　　　　　　　…　等処置と併せて行った場

　　　　　　　1　合は、内反足足板挺子固

　　　　　　　L　　　　　　　　　定の所定点数のみにより

　　　　　　　　　算定する。
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項 目 現 一
丁

ノ
イ

（区分の新設）

療疽手術

　（区分の名称の見直し）

（区分の新設）

茎状突起管開放手術

　（区分の見直し）

手根管開放手術（関節鏡下に

よるものを含む。）

　（区分の見直し）

（区分の新設）

　　　　　　　　　（新設）

凛疽手術

　　　　　　　　　（新設）

　　　　　　　　1，660点

青鷺警

　　　　　　　　　（新設）

改 正

（区分の新設）

母指化手術

　（点数の見直し）

指移植手術

　（点数の見直し）　　　　　i

神経血管柄付植皮術（手・足）i
（点数の見直し）　　1

　　　　　　　　　　　　　1
第四足指短縮症手術、第一足・

指外反症矯正手術

　（区分の見直し）　　　　　i

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

脊椎脱臼観血的手術

　（区分の見直し）

椎弓切除術

　（注の見直し）

・
一
－

－｝

－一

－一

肩甲帯離断術　　21，600点

ひょう疽手術

風棘手術　　　　　　990点

（削除）

一十→　　手根管開放手術　　4JlO点

－
一
－

（新設）　→一

　　　　　　　　15’8　す

　　　　　　　　40　τ

　　　　　　　　㎜τ

董黙震麟詠

　　　　　　　　　（新設）一一

　　　　　　　　　噺設）’「→

　　　　　　　　　（新設）　一7→

脊椎脱臼観血的手術　　　　　一→

　　　　　　　　18，900点

注、、鷲蝦酬［
　所定点数の100分の50に1

相当する点数を加算す1

　る。ただし、加算点数は1

　所定点数の100分の200にi

手根管開放手術（関節鏡下）

　　　　　　　　　7，100点

　
指癒着症手術

　1　軟部形成のみのもの

　　　　　　　　　5，630点

　2　骨関節、腱の形成を要

　　するもの　　　8，230点

　16，600点

　42，500点

　21，100点

第四足指短縮症手術

　　　　　　　　9．060点

第一足指外反症矯正手術

　　　　　　　　9，060点

頸椎非観血的整復術

　　　　　　　　1，980点

椎間板ヘルニア徒手整復術

　　　　　　　　1，980点

脊椎・骨盤脱臼観血的手術

　　　　　　　　18，900点

注　3以上の椎弓について

　手術を行う場合は、1椎

　弓を増すごとに所定点数

　に6，050点を加算する。

　ただし、加算点数は
　24，200点を限度とする。
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